
 

 

 

主任児童委員・家庭教育サポーター 

合同研修会 
（令和２年度第１回主任児童委員研修会・全体会議） 

 

 

 

令和２年１０月１０日（土） 

金沢歌劇座 

 

 

  金沢市民生委員児童委員協議会 

  社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 

  金 沢 市 教 育 委 員 会 



主任児童委員・家庭教育サポーター合同研修会 

（令和 2年度第 1回主任児童委員研修会・全体会議） 

 

１．開催趣旨 

多くの主任児童委員が家庭教育サポーターを兼務している状況をふまえ、主任児童

委員と家庭教育サポーターの合同研修会を開催することで、それぞれの役割等につい

て改めて理解するとともに、子どもを取り巻く課題や情報の共有を通じて教育と福祉

の連携を促進し、相談・支援につながりやすい環境づくりを目指します。 

 

２．日程 

時 間 内 容 

10:00～ 

(10分) 

１．合同研修会 
（１）説明「主任児童委員の職務内容について」 

説明：社会福祉法人金沢市社会福祉協議会地域福祉課 
主任主事 寺西加奈子 

10:10～ 

 (10分) 

（２）説明「家庭教育サポーターの職務内容および福祉と教育の連携に 

かかるモデル事例について」 

    説明：金沢市教育委員会生涯学習課家庭教育振興室 

        主査 佐藤あすか 

10:20～ 

 (40分) 

（３）講義「保護者との関わり方のポイント～保護者の心理を理解して～」 

    講師：臨床心理士・公認心理師 寺井 弘実 氏 

11:00～ 

 (10分) 
（４）質疑応答 

主任児童委員以外の家庭教育サポーターの方は、ここで退席していただいて構いません。 

11:10～ 

(5分) 

２．主任児童委員全体会議 
（１）行政説明 

11:15～ 

（5分） 
（２）報告・連絡事項 

11:20 

３．閉会 
 金沢市民生委員児童委員協議会 主任児童委員連絡会 
  会長 吉本 隆史 氏 

  



主任児童委員の職務内容 

金沢市社会福祉協議会地域福祉課 
主任主事 寺西加奈子 

令和2年10月10日（土） 
 
主任児童委員・家庭教育サポーター合同研修 



制度の歴史 ～主任児童委員制度創設の経緯～ 

昭和２１年 民生委員令 公布（昭和２３年 民生委員法） 
昭和２２年 児童福祉法 公布 
      第１６条２項 
      「民生委員は児童委員に充てられたものとする」 
 
    民生委員は児童委員を兼ねる⇒民生委員児童委員 
 
平成 ４年 児童委員問題研究会（全民児連・厚生省・全社協） 
      多様な児童問題（家庭や地域での養育能力低下、 
      いじめ、不登校…等）を解決するためには、児童 
      委員活動を専門に担当（＝主任）する委員の設置 
      が望ましい 
 
 



制度の歴史 ～主任児童委員制度の法定化～ 

平成 ５年 厚生省通知 主任児童委員設置運営要綱にて 
      主任児童委員制度創設 
平成 ６年 制度運用開始（１月１日付で全国一斉に委嘱） 
 
平成１３年 児童福祉法 改正 
      第１６条３項 
      「厚生労働大臣は、児童委員のうちから、 
       主任児童委員を指名する」 
 
        主任児童委員も 
        民生委員児童委員 
 



職務内容 ～児童委員～ 
児童福祉法 第１７条 
「児童委員は、次に掲げる職務を行う」 
①児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把 
 握しておくこと。 
②児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービス 
 を適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行う 
 こと。 
③児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童 
 の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活 
 動を支援すること。 
④児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。 
⑤児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。 
⑥前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増 
 進を図るための活動を行うこと。 



職務内容 ～主任児童委員～ 

児童福祉法 
第１７条２項 
「主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、 
 児童の福祉に関する機関と児童委員（主任児童委員である者 
 を除く。以下この項において同じ）との連絡調整を行うと 
 ともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う」 
 
第１７条３項 
「前項の規定は、主任児童委員が第１項各号に掲げる児童委員 
 の職務を行うことを妨げるものではない」 
 
      主任児童委員も個別支援活動を行える 



主任児童委員の位置づけ 
児童委員の活動要領 
第３ 主任児童委員の活動 
「主任児童委員は（中略）原則として区域を直接担当しない 
 取扱いとされているが、地域で発生する個別事案についても 
 当該区域を担当する児童委員と適宜連携を図り、積極的に対 
 応することが求められている。主任児童委員として、児童委 
 員活動のほか、以下に掲げる事項について活動することが求 
 められている。」 
 ①関係機関と児童委員との連携 
  ⇒行政や児童相談所、学校、児童館などの関係機関との 
   連絡を密接にし、児童委員と連携して詳細な情報収集 
   を行う。 



主任児童委員の位置づけ 

②児童委員への援助・協力 
 ⇒個別事案を扱う必要がある場合は、区域担当児童委員 
  と調整相談のうえ、協力してこれを行う。（緊急を要 
  する等事案の内容によっては、区域担当児童委員と連絡 
  調整を図りながら主体的に扱うことも必要） 
 
③民生委員としての活動 
 ⇒高齢や障害・生活困窮等で支援が必要な世帯を発見した 
  場合は、速やかに区域担当民生委員に連絡し、必要な援 
  助・協力等を要請する。 
 



主任児童委員の具体的な活動内容 

１．子育て支援活動 
  地域の子どもとその親を対象に、子育てに関する悩みや 
  課題をともに解決していく過程を通して、豊かな子育て 
  が実現できる地域社会づくりを目指す。 
  （例）子育てサロンの開催 
 
２．児童健全育成活動 
  主に学童期以降の子どもを対象に、生活環境条件の整備 
  を始めとして、一人一人の子どもの可能性を引き出し、 
  健やかな成長を促すことを目指す。 
  （例）世代間交流、学校でのあいさつ運動 等 



主任児童委員の具体的な活動内容 
３．個別支援活動 
  支援を必要とする子どもや子育て家庭に対し、 
  関係機関と連携しながら個別に支援を行う。 
  （支援の展開） 
   ①課題の発見…わずかな兆候にも関心を 
   ②仲介…必要なサービスに関する情報提供、サービス 
       利用に向けた支援（必要に応じ関係機関へ 
       つなげる）、サービス利用開始後の調整 
   ③日常的な支援…地域住民としての生活の中で関わる 
   
   ※活動を円滑に行うために、日頃から関係機関と風通 
    しの良い関係を構築することが求められる 



主任児童委員の選任基準（抜粋） 
児童福祉に関する理解と熱意を有し、また次に例示する方な
ど専門的な知識・経験を有し、地域における児童健全育成活
動の中心となり、積極的な活動が期待できる方 
①児童福祉施設等の施設長・児童指導員・保育士等として勤
務した方または里親として児童養育経験のある方 
②学校等の教員経験のある方 
③保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を有する方 
④子ども会活動、少年スポーツ活動、少年補導活動、ＰＴＡ
活動等の実績を有する方 
 
 選任された時点で、主任児童委員としての土台が整って 
 おられる皆さんです。これまでの経験等をいかして、 
 無理のない範囲で活動を続けてください。  
   



【ｍｅｍｏ】 

 

 

 

 

 



家庭教育サポーターの職務内容 および 
 

 福祉と教育の連携にかかるモデル事例 
               について 

金沢市教育委員会生涯学習課家庭教育振興室 

佐藤 あすか 

令和２年10月10日（土） 

主任児童委員・家庭教育サポーター合同研修会 



１.家庭教育とは 

 家庭教育は、全ての教育の出発点。 

 家族のふれ合いを通して、 

 子供が、基本的な生活習慣や生活能力、 

 人に対する信頼感、豊かな情操、 

 他人に対する思いやりなどを 

 身につけていく上で重要な役割を果たす 



2.金沢市の家庭教育事業 

「金沢市家庭教育推進プログラム」【事業期間】平成29～33年度（５年間） 

  家庭教育に関する指針「家庭で子どもを育むための８つのすすめ」 
   １ 学習機会の効果的な提供 
     親の学びあい講座、講演会の開催、出前講座の開催    など 

   ２ 家庭教育に関する情報提供の充実 
     家庭教育通信「かがやきプラス」の発行（年２回）、 
     「かなざわ家庭教育サイト」による情報発信       など 

   ３ 地域、家庭、学校等との連携による支援 

     家庭教育サポーターによる支援、地域学校協働活動の推進 など 



3.家庭教育サポーター制度について 
 
 
 
 



3.家庭教育サポーター制度について 
根拠法令① 

 「子どもの幸せと健やかな成長を図るための社会の役割に関する条例」（平成13年条例第73号） 

 第３条(基本理念) 

１ 子どもの育成は、金沢コミュニティを形成する家庭、地域、学校、企業、行政等の
すべてが、子どもの育成に責任を有することを認識し、その役割に応じて主体的に子ど
もの育成にかかわっていくとともに、すべての子どもの幸せと健やかな成長を図るとい
う共通の目的の下に相互に連携し、及び協力して行われなければならない。 
2 子どもの育成は、子どもの人格を尊重し、子どもが社会において保障されるべきさまざまな権利を有していることを認識
するとともに、自ら考え、判断し、行動する力、健やかで思いやりのある心、金沢を愛する心、社会の一員としての責任感及
び世界に通ずる広い視野と豊かな国際感覚を持つ子どもを育てることを基本として行われなければならない。 
3 子どもの育成は、大人が、日常生活における大人の行動等が子どもに大きな影響を与えることを認識し、一人ひとりが自
らの行動等を省みながら、自らを律することにより行われなければならない。 



3.家庭教育サポーター制度について 
根拠法令② 

「金沢市家庭教育サポーター委嘱に関する要綱」（平成27年4月１日施行） 
 

 第１条（趣旨） 

 「子どもの幸せと健やかな成長を図るための社会の役割に関する条例」（平成
13年12月19日条例第73号）の基本理念に基づき、教育と福祉が連携して、地域の
中で子育てや家庭教育に関し、適切なアドバイスや様々な情報の提供を目的とする
金沢市家庭教育サポーター（以下「サポーター」という。）を委嘱するにあたり、
委嘱について必要な事項を定める。 



3.家庭教育サポーター制度について 
第２条（推薦および委嘱） 

  

第３条（任期） 

第４条（業務） 

第５条（守秘義務）  

第６条（研修） 

第７条（報酬） 

第８条（災害等の補償） 

 

第９条（その他） 

主任児童委員を中心として金沢市地区民成因児童委員協議会長が 

教育委員会へ推薦した者の中からサポーターを委嘱。 

３年（再任を妨げない） 

保護者に対するアドバイス、相談窓口等の紹介 など 

職務に関して知り得た秘密を守る義務。退任後も適用。 

業務に必要な知識等の習得のため実施。例年２回開催。 

無報酬 

児童委員・民生委員児童委員を兼務 → 民生委員・児童委員活動保険 

家庭教育サポーターのみ → ボランティア活動保険 

－                   （生涯学習課で加入手続き） 



4.家庭教育サポーターの役割 

 
 ●地域の保護者に対する相談業務 
  ・子育てやしつけ、家族のふれあいに関する悩みや不安についての相談 
  ・家庭教育に関する指針を踏まえたアドバイス          など 

 ●家庭教育に関する相談窓口や学習機会の紹介 
  ・個別、専門の支援が必要な場合の相談窓口・関係機関の紹介 
  ・セミナーやイベント開催情報の提供              など 

 ●その他家庭教育支援に関すること 
  ・「かなざわ家庭教育サイト」や子育て支援サイトの紹介     など 

子どもの健やかな心を育むため、親子が共に学び、育ち合う「家庭教育」を 
地域の身近な存在がサポート（主に保護者対象） 



5.福祉と教育の連携 
 ～モデル事例のイメージ～（１／４） 
【小学校からの相談】 

 A小学校で３年生を担任する教諭から、家庭教育サポーターにこんな相談があった。 

 「A小学校３年生のB君の母親から『子ども（B君）のしつけについて悩んでいる』と電話が
あった。非常に思いつめた様子だった。家庭教育サポーターがB君の母親の話をじっくり聞い
てあげることは可能か。」 

 これを受け、家庭教育サポーターは担任教諭からの相談に応じることにした。 

【面談の調整】 

 B君の母親と家庭教育サポーターの面談に向け、担任教諭は、まずB君の母親に家庭教育サ
ポーターへの相談を提案した。B君の母親は「お願いしたい」と提案を受入れたので、学校か
ら家庭教育サポーターへ、B君の母親の連絡先を伝える事を説明し、承諾を得た。 



5.福祉と教育の連携 
 ～モデル事例のイメージ～（２／４） 
【保護者からの相談】 

 担任教諭からB君の母親の連絡先を聞いた家庭教育サポーターは、早速、B君の母親に
連絡の上、B君母親宅へ訪問し、話を傾聴した。   

 B君の母親は最初、B君のやんちゃさとしつけの加減について相談していたが、話が進
むにつれ涙目になり、最近離婚して頼れる親族がなく、働きながら一人でB君を育てる自
信がないこと、毎日のように涙があふれ死にたくなることなどを話した。 



5.福祉と教育の連携 
 ～モデル事例のイメージ～（３／４） 
【相談窓口の紹介、関係機関との連携】 

 家庭教育サポーターは、B君の母親には話を傾聴する意外の支援も必要と判断した。 

 家庭教育サポーターは主任児童委員を兼ねていたことから、B君の母親への対応につい
て、すぐに地区民児協会長と区域担当の民生委員児童委員に相談し、福祉健康センターの
「こころの健康相談」を紹介することとした。 

 また、B君が利用している放課後児童クラブの保護者会に関する情報を提供し、参加を
勧めた。 

 さらに、B君の心身への影響も懸念されることから、区域担当の民生委員児童委員は登
下校中の見守りの際にB君の様子を気にかけるようにした。 



5.福祉と教育の連携 
 ～モデル事例のイメージ～（４／４） 
【日常の見守り】 

 後日、家庭教育サポーターが近所のスーパーで買い物をしていると、同じく買い物に来てい
たB君の母親から声をかけられた。紹介してもらった「こころの健康相談」は抵抗がありまだ
相談していないが、放課後児童クラブの保護者会を通じてひとり親の友人ができ、気持ちが上
向いてきたとのことであった。                         ～終～ 

●学校と顔の見える関係づくりが大事● 
  ・保護者とつながりを持つきっかけは主に学校を通じて。 
・個人情報の取り扱いに細心の注意を払い、信頼関係を築く。 

 ・家庭教育サポーターと学校が連携して適切な支援を保護者へ届ける。 



6.最後に 

●かなざわ家庭教育サイト（金沢市公式HP） 
 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/39026/katei_1.html 

 

● 子供たちの未来をはぐくむ家庭教育HP（文部科学省家庭教育支援HP） 

 http://katei.mext.go.jp/index.html 

 

●金沢子育てお役立ちウェブ のびのびビ～ノ 
 http://www.kanazawa-kosodate.net/ 



ご清聴ありがとうございました 



［パワーポイント資料 P9～12を１枚にまとめたものです］ 

 

５.福祉と教育の連携 ～モデル事例のイメージ～ 

 

【小学校からの相談】 

 A小学校で３年生を担任する教諭から、家庭教育サポーターにこんな相談があった。 

「A 小学校３年生の B 君の母親から『子ども（B 君）のしつけについて悩んでいる』と

電話があった。非常に思いつめた様子だった。家庭教育サポーターが B君の母親の話を

じっくり聞いてあげることは可能か。」 

   これを受け、家庭教育サポーターは担任教諭からの相談に応じることにした。 

【面談の調整】 

 B 君の母親と家庭教育サポーターの面談に向け、担任教諭は、まず B 君の母親に家庭

教育サポーターへの相談を提案 した。B 君の母親は「お願いしたい」と提案を受入れ

たので、学校から家庭教育サポーターへ、B 君の母親の連絡先を伝える事を説明し、承

諾 を得た。 

【保護者からの相談】 

  担任教諭から B君の母親の連絡先を聞いた家庭教育サポーターは、早速、B君の母親に

連絡の上、B君母親宅へ訪問し、話を傾聴 した。   

B 君の母親は最初、B 君のやんちゃさとしつけの加減について相談していたが、話が進

むにつれ涙目になり、最近離婚して頼れる親族がなく、働きながら一人で B君を育てる自

信がないこと、毎日のように涙があふれ死にたくなることなどを話した。 

【相談窓口の紹介、関係機関との連携】 

 家庭教育サポーターは、B君の母親には 話を傾聴する意外の支援も必要と判断 した。 

 家庭教育サポーターは主任児童委員を兼ねていたことから、B 君の母親への対応につい

て、すぐに 地区民児協会長と区域担当の民生委員児童委員に相談 し、福祉健康センター

の「こころの健康相談」を紹介することとした。 

 また、B 君が利用している放課後児童クラブの保護者会に関する情報を提供し、参加を

勧めた。 

 さらに、B君の心身への影響も懸念されることから、区域担当の民生委員児童委員は登

下校中の見守りの際に B君の様子を気にかけるようにした。 

【日常の見守り】 

 後日、家庭教育サポーターが近所のスーパーで買い物をしていると、同じく買い物に来

ていた B君の母親から声をかけられた。紹介してもらった「こころの健康相談」は抵抗が

ありまだ相談していないが、放課後児童クラブの保護者会を通じてひとり親の友人ができ、

気持ちが上向いてきたとのことであった。 

                                    ～終～ 

 

 
 ●学校と顔の見える関係づくりが大事●

  ・保護者とつながりを持つきっかけは主に学校を通じて。 

・個人情報の取り扱いに細心の注意を払い、信頼関係を築く。 

 ・家庭教育サポーターと学校が連携して適切な支援を保護者へ届ける。 







【ｍｅｍｏ】 

 

 

 

 

 



         
 

 

 

令和２年１０月１０日（土）：「主任児童委員・家庭教育サポーター合同研修会」     

                        臨床心理士・公認心理師 寺井弘実              

  保護者との関わり方のポイント 
    ―保護者の心理を理解して－ 



今日の研修 
 内容 

【Ⅰ】：保護者心理を理解する 

－相談場面から見えてくる保護
者の多様な心理－ 

【Ⅱ】：子供のこころの発達   
理解を深める 

【Ⅲ】：保護者とのカウンセリ
ング的技法を深める 

【Ⅳ】：役割でできること 



【１】保護者心理を理解する 
相談場面から見えてくる保護者の多様な心理 
≪わが子を育てる時間の中で湧き上がる様々な心理≫ 

（１）❖虐待のケース～精神鑑定～ 

 ※物静かで、精神的安定感のある女性に見えました 

 

（２）❖わが子への怒りが止まらないケース  

 ※「厳しく」躾けられた母親が娘に優しく養育 

  ⇒小５年 娘の反抗期⇒娘への強い怒り！ 



相談場面から見えてくる保護者心理 
≪わが子を育てる時間の中で湧き上がる心理≫ 

（３）❖「想像していた出産後の生活」と「現実 

   の生活」との違いに戸惑う母親のケース 

 ※育児困難となり、うつ病を発症 育児放棄 

 

（４）❖解離性障害を発症した母親のケース 

 ※長女が初潮を迎えたときに発症 

⇒幼児期の実父からの性的虐待体験を抑圧して成長 



相談場面から見えてくる保護者心理 
～わが子を育てる時間の中で湧き上がる心理～ 

 

（５）❖２歳児のわが子の発達を「細かく観察」 

   して発達の不安感を訴える母親のケース 

 ※自閉症の育児に必死であった実母と今の自 

  分が重なる 

 

（６）❖３歳児のわが子が母親に甘えることへ 

   の嫌悪感を訴える父親のケース 

 ※父親の弟が障害があり、親への甘えを抑え 

  ていた 

 

 
 
 



保護者の心理 

 

 ※日常的に接している場面からは見えないが、 

『様々な「心の葛藤」を抱えて養育している保護者 

 もいる』 

 ということを知っておいてください。 

  

※安易な声掛けは、むしろ相手を傷つける場合もある 

    例：子供には、母親が一番ですよ。 

    例：もっと可愛がってあげてくださいね。 
 



 表現から見える「こころの風景」 
            （精神分析的視点） 

【心の構造】 

         意識    ※言語：カウンセリング 
                   

      個人的無意識   ※感覚的な痕跡 
    ・・・・・・ 
    普遍的無意識   ※家族的無意識 
             ※文化的無意識 
              昔話など            



保護者の心理 

※「保護者が現在行っている子育て方法」は、 

 保護者自身の 

「子供時代の育てられ方」 

「わが子にはこのように育ってほしいという心理」 

「現在置かれている家庭環境から生じる心理 」 

  など様々な心理が絡み合っていることを理解 

 

※このような保護者の心理理解を基盤として保護者との 

 関わりを進める  
 



  養育する者のこころの中の3つの層 
           【精神分析的な視点から】 

 
  心の領域 

１ 意識層 
 

 
現実の乳児 
 

目の前の乳児 
【男の子？・女の子？】 
【発達が順調？遅れている？】 

２ 半意識層 
 

 
空想的乳児 
 

母親が想像していた子供観 
【子供はよく寝てくれる】 
【いつもにこにこ笑っている】 

３ 無意識層 
 

幻想的乳児 
 
 

母親の生育歴 
【母親に大切に育ててもらった】 
【虐待体験がある】 
    《世代間伝達》 



 ◎ 保護者との関わりで大切なポイント 

（１）保護者を尊重する気持ちは忘れないこと 

❖保護者の子育てに少しでも役立つような時間にする 

  ※たとえ「虐待？」を疑っても、養育していることの 

   事実は大切にして聴く 

（２）焦らないこと 

 一回の関わりで、伝えたいことが伝わらなくても、「話
す時間を持てたこと」を大切にする 

 

 ※人は容易には他人の助言を取り入れないものです 

 ◆ 機会をみて再度の関わり時間設定を考えてみる 

  



◎保護者との関わりで大切なポイント 

（３）最新の発達障がいの基本的知識の獲得 
  

◆保護者の発達障がいに関しての関心度・知識は高い 

    ※近年・・・ＨＳＰ （診断名ではありません） 
 

（４） 子どもの心の発達に関する基本的な理解 

 

◆自分が納得できる理論を理解して獲得しておくこと 

    ※「思春期の心理」などは理解していると良い 
  



 ◎保護者との関わりで大切なポイント 

 

（５）地域の相談機関の情報は得ておくこと。 

 

 ❖適切なつなぎをすることも大切になる。 

 

（６）保護者の感情に巻き込まれないこと。 

 

  深く同情してしまうと「相談」ではなくなる。 

  ❖保護者が自分の気持ちに向き合えなくなる。 



 【Ⅱ】子供のこころの発達理解を深める 

 

◆「子供の定型発達を理解すること」 

  （もちろん、個人差はありますが） 

 

 ※ 「発達段階での関わり方の変化」と「発達課題」 

 

          ≪エリクソンの精神発達理論から≫ 



1 乳児期 ０歳 ～１歳 
2 早期幼児期 １歳 ～３歳 

3 幼児期 ３歳 ～６歳 

4 学童期 ６歳～１０歳 

5 青年期【前期＝思春期】 
   【後期    】  

１０歳～１８歳 
１８歳～２５歳？ 

6 成人期：前期 ２５歳 ～３５歳 

7 成人期：中期 ３５歳～ ６０歳 

8 成人期：後期 ６０歳～ 



誕生 10歳 
18歳 

22歳 80歳 

子供時代 青年期 大人時代 

思春期 



     こころの木 

 

 

 

 

 

 

                     ６歳以降 

                     就学期以降   

                  ≪本格的な社会デビュー≫ 

 

 

 

                         【０歳～６歳】 

                       

    ≪目には見えないが、 こころの樹を支える根づくり期 

 

 

       ◆発達のゆっくりな子供たちも、順番は同じなのです 

 



 
◆人のこころは「関わり」を体験することで育つ 

 

  ※「関わり」が何らかの事情で困難な家庭もある 
   （ 経済的困窮・保護者の精神的疾患 など） 

 

◆「発達障がい」という視点が、保護者の意識 に 
  ごく普通に入り込んでいる現代です 

 

  ※基本的な理解を持つことも大切 
   （ 育てにくさをもつ子供もいるという理解） 

 

 
 

     ◎整理してみます 



【Ⅲ】保護者とのカウンセリング技法を深める 
     

 
  

 ※関りを深めるときには・・・・・・ 
 
 ①最初は「母性的な態度」＝「思いやり」「共感」 
              「受容」 
          
    
 ②次には「父性的な態度」＝「規則などを伝える」 
              「教える」「躾的態度」 
              「指導する」 
 

  ◆援助をするときには、この２つの態度が必要 



  ※傾聴の大切さ【関わりの基礎】 

 
❖「非常に難しいこと」であることの理解は大切 
 
 
 
❖こころが健康な人は「自分の考え」（自我） 
 を持っています。それを基盤として生活し 
 ています。「関わる人の話を聴く」というこ 
 とは、「自分の自我」を低下させて、「相手の 
 自我」にチャンネルを合わせながら聴くこと 
  



        要点 
      支援を必要とする保護者は、 

（理由が「保護者の問題」であろうと「子供の問題」であろうと） 

 ※ 「不安感」  ⇔「被害感」・「攻撃性」 相反する心理 

    

 

 

①「とにかく保護者の気持ちを聴くこと」＝「母性」的態度で傾聴 

 明らかに、状況を誤解をしている場合も、最後まで「聴く」！ 

 

 

②そのあとに、「保育者としての意見」＝「父性」的態度で伝える 

  ◇必ず伝えなくても良い・・・・「また、話しましょうね」 

 
 



【Ⅳ】役割としてできること 

 

「気になる保護者と関わり」を持とうと思うならば 
 
  
※ 話題は、「子供のこと」だけではなく、 
保護者の「仕事」・「趣味」「学生時代のこと」など 
  
❖保護者が気持ちよく話せることも話題にしましょう 
 
❖身近な児童委員やサポーターさんゆえに 
 気軽に「関わり」を求めてくることもあります 
「保護者を非難しない人の存在」としての役割を！ 
 
 
     
 



         少しリラックス 

 
 

   漸進性弛緩法 



リラックスタイム 

 

  漸進性弛緩法 





 

 長い時間有難うございました。 

 現場で少しでも参考になりましたら 

うれしく思います。 

 ご活躍を！ 
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